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企業の皆様、はたらく皆様へ 

原油・原材料価格・物価高騰等に係る支援策 

東京都では、原油・原材料価格の高騰や円安の進行に伴う物価高騰等により影響を受ける事業主・個
人事業主の方や働く方を対象に、各種支援策を実施していますので、ご活用ください。 
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           原油価格高騰等対策支援事業 

原油価格高騰等の影響が長引く中、経営状況が悪化している中小企業について、専門家グループの派遣や助成金

による緊急対策を実施します。  

＜対 象 者＞ ①及び②の要件をすべて満たすこと。 

①東京都内の中小企業者（個人事業主を含む） 

②直近決算期の売上高が前期又は前々期の決算期と比較して減少、 

又は直近決算期において損失を計上 

＜支 援 内 容＞ ❶経営の専門家及び省エネルギー関係の専門家が事業所等を訪問し、現地調査や助言等 

を実施 

❷助成金支援 

＜助成対象経費＞ （省エネルギー機器導入コース）LED照明機器、高効率冷蔵冷凍庫、EMS等 

（コスト削減コース）会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト等の業務改善ソフト等 

（断熱改修コース）断熱塗装、遮熱シート、断熱フィルム等 

＜助成限度額＞ 100 万円 

         ※断熱改修コース（100万円）とその他のコース（100万円）を両方申請することも可 

＜助 成 率＞ 助成対象経費の２分の１以内 ※より深刻な経営状況の企業については５分の４以内  

＜受 付 期 間＞ （第４回募集枠）令和４年 12月 28日（水）まで 

         （第５回募集枠）令和５年１月４日（水）から令和５年３月 31日（金）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
原油価格高騰等対策支援事業事務局 
TEL：03-4564-5302（受付時間 平日 9:00～16:30） 
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詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 
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           製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業 

原材料や燃料の価格高騰等による固定費の上昇の影響が大きい中小製造事業者について、専門家派遣や助成金

により固定費削減に資する設備等の導入を支援する緊急対策を実施します。  

＜対 象 者＞ ①及び②の要件をすべて満たすこと。 

①東京都内で主たる業種として製造業を営んでいる中小企業者（個人事業主を含む） 

②直近決算期の売上高が前期又は前々期の決算期と比較して減少、 

又は直近決算期において損失を計上 

＜支 援 内 容＞ ❶経営の専門家が製造現場を訪問し、現地調査や助言等を実施 

❷助成金支援 

＜助成対象経費＞ 高効率空調設備の導入、LED照明機器の導入、蓄電池の導入など 

＜助成限度額＞ 300 万円   ＜助 成 率＞ 助成対象経費の５分の４以内 

＜受 付 期 間＞ （第４回募集枠）令和４年 12月 28日（水）まで 

         （第５回募集枠）令和５年１月４日（水）から令和５年３月 31日（金）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
原油価格高騰等対策支援事業事務局 
TEL：03-4564-5302（受付時間 平日 9:00～16:30） 

           原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業 

原油価格の高騰の長期化や急激な為替変動などにより経営状況の悪化が長期に及んでいる中小企業について、

業種を問わず、専門家派遣や助成金によるエネルギーコスト削減に向けた緊急対策を実施します。   

＜対 象 者＞ ①及び②の要件をすべて満たすこと。 

①直近決算期の売上高が前期又は前々期と比較して 10%以上減少していること、又は、 

次期決算期の売上高が前期又は前々期と比較して 10%以上減少することを 

見込んでいること 

②直近決算期又は次期決算期において損失を計上していること、又は、 

次期決算期において損失を見込んでいること 

＜支 援 内 容＞ ❶経営の専門家が事業所や工場を訪問し、現地調査や助言等を実施 

❷助成金支援 

＜助成対象経費＞ 省エネ効率の高い乾燥機、高効率の冷凍庫、高性能ボイラー、低燃費タイヤ等 

＜助成限度額＞ 1,000 万円  ＜助 成 率＞ 助成対象経費の５分の４以内 

＜受 付 期 間＞ （第２回募集枠）令和４年 12月 28日（水）まで 

         （第３回募集枠）令和５年１月４日（水）から令和５年３月 31日（金）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
原油価格高騰等対策支援事業事務局 
TEL：03-4564-5302（受付時間 平日 9:00～16:30） 
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詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 
 

           団体向け原油価格高騰等対応支援事業 

原油原材料価格高騰対策を支援するため、業界共通の課題等に対する中小企業団体等又は中小企業グループの

取組について、コーディネータ等による支援や取組に係る経費の一部を助成します。  

＜対 象 者＞ ・都内に主たる事務所を有する中小企業組合等 

・中小企業者 2 者以上（助成金支援は４者以上）で構成するグループであり、 

都内に本店又は支店を有する中小企業者が２分の１以上を占めているもの 等 

＜支 援 内 容＞ ❶中小企業診断士等のコーディネータが団体等を訪問し、事業計画の策定から事業の実施 

までを一貫して支援 

❷助成金支援 

＜助成対象経費＞ 団体等が原油原材料価格高騰等対策として実施する取組に係る経費（謝金、印刷物等 

制作費、ホームページ制作費、広告宣伝費、共同研究・共同開発に係る経費 等） 

＜助成限度額＞ 300 万円 ＜助 成 率＞ 助成対象経費の５分の４以内 

＜受 付 期 間＞ 令和４年 12月 28日（水）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
東京都中小企業団体中央会 振興課 
TEL：03-3542-0040 

詳細は 
東京都中小企業団体中央会ホームページ 
をご参照ください。 
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           食品関連団体向け原材料価格高騰等対応緊急支援事業 

ウクライナ情勢の影響による食品原材料価格高騰等対策を支援するため、中小企業団体等又は中小企業グルー

プが行う高騰対策に係る取組について、コーディネータ等による支援や取組に係る経費の一部を助成します。  

＜対 象 者＞ ・都内に主たる事務所を有する中小企業組合等 

・中小企業者 2者以上（助成金支援は４者以上）で構成するグループであり、 

都内に本店又は支店を有する中小企業者が２分の１以上を占めているもの 等 

＜支 援 内 容＞ ❶中小企業診断士等のコーディネータが団体等を訪問し、事業計画の策定から事業の実施 

までを一貫して支援 

❷助成金支援 

＜助成対象経費＞ 団体等が食品原材料価格高騰等対策として実施する取組に係る経費（謝金、印刷物等 

制作費、ホームページ制作費、広告宣伝費、調査研究費、共同研究・共同開発に係る経費 等） 

＜助成限度額＞ 300 万円  

＜助 成 率＞ 助成対象経費の５分の４以内 

＜受 付 期 間＞ 令和４年 12月 28日（水）まで 

 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
東京都中小企業団体中央会 振興課  
TEL：03-3542-0040 

詳細は 
東京都中小企業団体中央会ホームページ 
をご参照ください。 

円安進行等に伴う仕入れ価格の高騰対策を支援するため、中小企業団体等又は中小企業グループの高騰等対策

に係る事業実施に向けてコーディネータ等による人的支援や経費助成を行うとともに、都内中小企業等へ専門

家を派遣し経営課題の解決に向けた提案等を実施します。 

■団体等へのコーディネータ派遣及び経費助成 

＜対 象 者＞ ・都内に主たる事務所を有する中小企業組合等 

・中小企業者 2者以上（助成金支援は４者以上）で構成するグループであり、 

都内に本店又は支店を有する中小企業者が２分の１以上を占めているもの 等 

＜支 援 内 容＞ ❶中小企業診断士等のコーディネータが団体等を訪問し、事業計画の策定から事業の実施 

までを一貫して支援 

❷助成金支援 

＜助成対象経費＞ 団体等が円安進行等に伴う仕入れ価格高騰等対策として実施する取組に係る経費（謝金、 

印刷物等制作費、ホームページ制作費、広告宣伝費、調査研究費、共同研究・共同開発に 

係る経費 等） 

＜助成限度額＞ 300 万円  

＜助 成 率＞ 助成対象経費の５分の４以内 

＜受 付 期 間＞ 令和 4年 12月 16日（金）から令和５年２月 17日（金）まで 

■中小企業等への専門家派遣 

業界団体と連携して、円安の急速な進行等に伴う仕入れ価格の高騰等により事業活動の継続に苦しむ都内中小

企業等を専門家が巡回し、現場で経営状況の把握や経営課題の解決に向けた提案などの支援を実施します。  

＜対 象 者＞ 都内に本店又は支店を有する中小企業者 等 

＜受 付 期 間＞ 令和 4年 12月 16日（金）から令和５年２月 17日（金）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
東京都中小企業団体中央会 振興課  
TEL：03-3542-0040 

詳細は 
東京都中小企業団体中央会ホームページ 
をご参照ください。  
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           東京や国内で作る工業製品等の調達・購入促進キャンペーン 

ウクライナ情勢や円安等による原材料価格や輸送費の高騰による海外からの部品や材料品の調達に係る課題を

踏まえ、東京や国内企業からの調達への切り替えに関する助言やマッチング支援等を実施します。  

＜対 象 者＞ 都内中小企業者等 

＜助成対象経費＞ 都内・国内調達によって製作した製品のＰＲを行う際の、展示会出展費用等 

＜助成限度額＞ 150 万円       ＜助 成 率＞ 助成対象経費の４分の３以内  

＜受 付 期 間＞ 令和５年３月 31日（金）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都中小企業振興公社 取引振興課 
TEL：03-5822-7239 

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 
 

            小規模事業者持続化補助金 
小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を支援します。（ウクライナ情勢等の影響を受けている

事業者を優先採択します。） 

＜対象者＞ 法人、個人事業、特定非営利活動法人 ＜補助限度額＞ 200 万円 ＜補助率＞ ２/３等 

 

助成金等（国） 

詳細は持続化補助金ホームページ 
をご参照ください。 

＜お問合せ先＞ 
近隣の商工会、もしくは商工会議所 

スタートアップ海外進出支援事業 

円安を契機と捉え、スタートアップによる積極的な海外展開を目指す取組を後押しするため、海外展示会参加等

に要する経費の一部を助成します。 

＜対 象 者＞ 都内の創業予定者又は創業後 10年未満の中小企業者 

＜助成対象経費＞ 海外展示会出展費用、海外 ECサイト出店初期登録費用等、PR関連経費、 

海外マーケティング調査費、海外向けデザイン・コンセプト設計費用等 

＜助成限度額＞ １事業者当たり最大 200 万円   

＜助 成 率＞ 助成対象経費の３分の２以内  

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都中小企業振興公社 創業支援課 
TEL：03-5220-1142 

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 

           円安を契機とした中小企業の輸出促進プロジェクト 

円安を契機と捉え、都内中小企業の輸出促進を図るため、地域の金融機関と連携し、英語による製品・商品のＰ

Ｒ支援を行うとともに、貿易実務のサポートや貿易保険料の助成等を実施します。  

＜対 象 者＞ 都内中小企業者等 

※下記❷英語による製品・商品の PR支援につきましては、金融機関経由でのお申込みが必

要となります。詳細につきましては、下記お問合せ先までご連絡ください。 

＜支 援 内 容＞ ❶円安に関する海外取引特別相談窓口の開設 

❷英語による製品・商品の PR支援 

❸専門家による海外企業とのマッチング・貿易実務支援 

❹貿易保険の保険料一部助成 

＜助成対象経費＞ 株式会社日本貿易保険に支払った貿易保険の保険料 

但し、助成対象とする保険は、貿易一般保険（個別）、中小企業・農林水産業輸出代金保険

とする。 

＜助成限度額＞ １事業者当たり最大 25 万円 ＜助 成 率＞ 助成対象経費の３分の２以内  

＜受 付 期 間＞ ❶・❷・❸：令和 5年 3月 31日（金）まで ❹：令和 6年 3月 29日（金）まで 

 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部  
販路･海外展開支援課 TEL：03-5822-7241  

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 
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            事業再構築補助金（原油価格・物価高騰等緊急対策枠） 

原油価格・物価高騰等の予期せぬ経済環境の変化の影響を受けている事業者が行う、新分野展開等の事業再構築

の取組を支援します。 

＜対 象 者＞ 中小企業及び中堅企業等 

＜補助限度額＞ 4,000 万円等（従業員規模により異なる） ＜補 助 率＞ 中小企業 ３/４、中堅企業 ２/３ 

助成金等（国） 

詳細は 
事業再構築補助金ホームページ 
をご参照ください。 

＜お問合せ先＞ 
事業再構築補助金コールセンター 
TEL：0570-012-088 

           エンゲージメント向上に向けた職場環境づくり推進事業 

都内中小企業等の労働生産性の向上を促すため、専門家派遣及び奨励金の支給により、職場環境の改善や人材育

成、賃金の引上げなど、従業員のエンゲージメント向上に向けた取組を支援します。  

＜対 象 者＞ 都内中小企業等 

＜支援内容＞ （1）専門家派遣 

               社内における課題の把握と制度整備に向けた具体的な助言を行うため、 

人事労務管理等に係る知見を有する専門家を派遣（１社あたり２回） 

（2） 魅力ある職場づくり推進奨励金 

               (1)を受け、従業員のエンゲージメント向上や賃上げに取り組む企業に対して奨励金を支給 

◆助成対象経費 

①従業員のエンゲージメント向上に向けた取組（各 10 万円/上限 40 万円） 

 〇フレックスタイム制 〇選択的週休 3日制 〇ワーケーション制度 〇社外副業・兼業制度 

〇人材育成方針の策定と目標管理・キャリア面談制度 〇社内メンター制度 

〇リスキリング・資格取得支援制度 〇外部キャリアコンサルタント活用支援制度  

〇従業員表彰制度・報奨金制度 

②賃金引上げの取組（1 人 6 万円加算/上限 60 万円） 

  〇時間あたり 30円以上の賃上げ 

＜受付期間＞ 令和 5年 3月まで 5回に分けて募集予定 

 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 
魅力ある職場づくり推進奨励金事務局  
TEL：03-5211-2770 

詳細は 
東京しごと財団ホームページ 
をご参照ください。 

           運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業 

燃料費高騰に直面する運輸事業者の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し支援金を支給

します。  

＜対 象 者＞ ・貨物運送事業者：資本金３億円又は従業員 300人以下の中小企業の所有車（リース車を含む。） 

・バス事業者：乗合バス及びコミュニティバス  ※EV、水素バス等は除く 

＜支援内容＞ 燃料費高騰影響分を支援  

・営業用貨物（緑ナンバー）23,000 円/台 

・営業用軽貨物（黒ナンバー）8,000 円/台 

・乗合バス（コミュニティバス含む）35,000 円/台 

＜受付期間＞ 令和 5年 2月 15日（水）まで 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
東京都運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業支援金 
コールセンター  
TEL：03-4446-6571 

詳細は 
東京都都市整備局ホームページ 
をご参照ください。 



           

 

    

           粗飼料確保促進事業 

牧草やわら等の粗飼料の価格高騰による畜産農家の経営負担の緩和を図るため、粗飼料を購入する際に必要と

なる経費等の一部を補助します。  

＜対 象 者＞ 都内畜産農家（牛の飼養管理者） 

＜助成対象経費＞ 粗飼料の購入経費（手数料）や栽培に必要な種子の購入経費 

＜助 成 率＞ ３分の２ ＜受 付 期 間＞ 令和 5年２月 28日（火）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 農業振興課 
TEL：03-5320-4842 
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詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 

           中小企業人材スキルアップ支援事業 

従業員のスキルアップを通じた労働生産性の向上を推進するため、中小企業等が従業員に対して実施する職業

訓練に係る経費の一部を助成します。  

＜対 象 者＞ 中小企業等 

＜支援内容＞ 自社内で実施する短時間の OFF-JTによる職業訓練の経費を助成（社内型スキルアップ助成金） 

＜助 成 額＞ １人１時間あたり 730 円（1 年度 100 万円を上限） 

      （活用事例）受講者 6 名、訓練時間 7時間の場合 6名×7時間×730円＝30,660円 

            毎月計画を 10回実施した場合 6名×7時間×10 回×730 円＝306,600円 

                                   ＜受付期間＞  

令和５年１月 16日（月）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞ 企業等の所在地を管轄する職業能力開発センター 

中央・城北職業能力開発センター TEL：03-5800-2611 
（管轄：千代田、新宿、文京、中野、杉並、豊島、北、板橋、練馬）  

城南職業能力開発センター    TEL：03-3472-3411 
（管轄：港、品川、目黒、大田、世田谷、渋谷、島しょ町村）     

城東職業能力開発センター    TEL：03-3605-6147 
（管轄：中央、台東、墨田、江東、荒川、足立、葛飾、江戸川）    

多摩職業能力開発センター    TEL：042-500-8700 
（管轄：多摩地域市町村）                     

詳細は 
TOKYO はたらくネット 
をご参照ください。 
 
 
 

           収入保険加入推進支援事業 

燃料や農業用資材価格の高騰など、農業経営リスクの予測が困難な状況を踏まえ、令和５年度を責任期間とする

収入保険に新たに加入する農業者が負担する保険料を助成します。  

＜対 象 者＞ 収入保険に新規加入する農業者 

＜助成対象経費＞ 新規加入者が負担する保険料のうち掛捨て部分の保険料 

＜助 成 率＞ ２分の１ ＜受 付 期 間＞ 令和 4年 12月 31日（土）まで 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 農業振興課  
TEL：03-5320-4816 

詳細は 
東京都農業共済組合ホームページ 
をご参照ください。 
 

           飼料価格高騰に伴う畜産経営緊急支援事業 

畜産経営に係る生産コストの上昇に伴い、経営がひっ迫している状況を踏まえ、その影響を緩和し経営改善の促

進を図るため、畜産農家を緊急的に支援します。 

＜対 象 者＞ 都内畜産農家（家畜伝染予防法に基づく令和４年 2月 1日現在の飼養頭羽数の報告において、 

牛 1頭以上、豚 5頭以上、鶏 100羽以上の食用に供することを目的とした家畜を東京都に 

報告した者） 

＜支援内容＞ 都が指定する経営改善等に新たに取り組む畜産農家に対して、飼養頭羽数に応じた畜産経営 

緊急支援金を交付（定額交付 牛：50,400 円／頭  豚：27,200 円／頭  鶏：320 円／羽） 

＜受付期間＞ 令和 5年 2月 28日（火）まで 

 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 農業振興課 
TEL：03-5320-4842 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。  
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           山村・離島振興施設整備事業 

資材価格の高騰による農業経営への影響を緩和するため、山村・島しょ地域の農業者の収益向上に資する農産物

の加工や販売のための機器等の導入を支援するとともに、専門家を派遣して相談等に対応します。  

＜対 象 者＞ 市町村、農協及びその連合会、森林組合及びその連合会、 

３戸以上の農家で構成される営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人等  

＜助成対象経費＞ 以下の事業に要する経費 

・整備計画策定事業 ・農林業経営近代化施設整備事業 

・交流促進施設整備事業 ・被災施設復旧事業 ・被災施設再建事業 

＜助成限度額＞ 受益者 1 戸当たりの事業の限度額 5,000 万円  

＜助 成 率＞ ４分の３ 

＜受付期間＞ 令和 4年 12月 28日（水）まで 

 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農業振興事務所 振興課 TEL：042-548-4869 
総務局大島支庁産業課        TEL：04992-2-4431 
総務局三宅支庁産業課        TEL：04994-8-5014 
総務局八丈支庁産業課        TEL：04996-2-4514 
総務局小笠原支庁産業課       TEL：04998-2-2125 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 
 

           配合飼料価格高騰緊急対策事業 

飼料価格の高騰による畜産経営者の負担を軽減するため、国の「配合飼料価格安定制度」において、畜産経営者

が負担する積立金に対して助成金を支給します。  

＜対 象 者＞ 配合飼料価格安定制度に加入している東京都在住で、東京都とその隣接県内に飼育場所を 

有する畜産農家 

＜助成対象経費＞ 「配合飼料価格安定制度」の積立金 ＜助 成 率＞ ５分の４ 

＜受 付 期 間＞ 令和 5年 2月 28日（火）まで 

 

 

助成金等（東京都） 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 
 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 農業振興課  
TEL：03-5320-4842 

           林産物生産支援事業 

ウッドショック等の影響により林産物の生産に係る資材費が高騰していることを踏まえ、シイタケ等原木の搬

出などに要する経費の一部を補助します。  

＜対 象 者＞ ①林業事業体等 ②東京都椎茸生産組合連合会 

＜ ＞ ①シイタケ等原木、薪の搬出・運搬経費 ②都内外からのシイタケ等原木の購入経費  

＜助 成 額＞ ①シイタケ等原木１本当たり 160 円 薪１㎏当たり 13 円 ②シイタケ等原木１本当たり 120 円 

＜受 付 期 間＞ 令和５年１月 31日（火）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 森林課 
TEL：03-5320-4861 
 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ  
をご参照ください。 

           堆肥等利用促進事業 

化学肥料価格の更なる上昇が懸念される中、化学肥料使用量の削減により経営コストの低減及び環境への負荷

を軽減するため、堆肥等の化学肥料の代替資材に係る購入経費の一部を補助します。 

＜対 象 者＞ 都内の販売農業者で、令和４年度に土壌診断を実施し、必要な肥料の量の一部を 

たい肥等で代替する農業者 

＜助成対象経費＞ 堆肥等購入費用    ＜助成限度額＞ 20 万円 

＜助 成 率＞ ３分の２       ＜受 付 期 間＞ 令和 5年 1月 31日（火）まで 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 食料安全課 
TEL：03-5320-4834 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 
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           島しょ漁業操業支援緊急対策事業 

燃油価格の高騰による漁業者の負担を軽減するため、東京都漁業協同組合連合会が漁業協同組合に燃油を販売

する際の手数料に相当する額を連合会を通じて漁業者へ助成します。  

＜対 象 者＞ 漁業者（補助事業者：東京都漁業協同組合連合会） 

＜助成経費＞ 燃油購入時の東京都漁業協同組合連合会手数料相当額 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 水産課 
TEL：03-5320-6197 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 
 

           燃油価格高騰緊急対策事業 
燃油価格の高騰による漁業者の負担を軽減するため、国の「漁業経営セーフティーネット構築事業」において、

セーフティーネット発動時に漁業者が支払う積立金に対して助成金を支給します。  

＜対象者＞ 漁業者（補助事業者：東京都漁業協同組合連合会） 

＜助成率＞ ２分の１又は５分の４※（※国制度における過去最高補填金額を上回った場合） 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 水産課 
TEL：03-5320-6197 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 
 

            国産材転換支援緊急対策事業 
国産材製品の増産に伴う原木・製品の運搬や一時保管、国産材製品への転換を図る設計・施工方法の導入や普及

を支援します。 

＜支援内容＞ ①原木・製品の運搬・一時保管緊急支援 

（対象経費）  ・遠方の原木供給地からの運搬経費 

         ・増産した製品を通常の出荷圏を超えて遠方の需要地ヘ運搬するための経費 

・増産した原木、製品の一時保管に必要な経費         

       ②建築用木材の転換促進支援 

  （対象経費）  ・建築物の設計・施工事業者が国産材製品への転換を図る設計・施工方法の 

導入及び普及に要する経費 

助成金等（国） 

詳細は 
国産材転換支援緊急対策事業ホームページ 
をご参照ください。 

＜お問合せ先＞ 
一般社団法人全国木材組合連合会 
TEL：03-6550-8540 

           島しょ漁業資材高騰緊急対策事業 

燃油価格の高騰など漁業を取り巻く情勢が悪化し、操業における負担が増大していることを踏まえ、島しょ地域

の漁業者が使用する出荷資材に要する経費の一部を補助します。  

＜対 象 者＞ 漁業者（補助事業者：漁業協同組合） 

＜ ＞ 出荷用魚箱の購入経費（令和 4年 10月 1日から令和 5年 3月 31日に使用したものに限る） 

＜助 成 率＞  ３分の２ 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 水産課 
TEL：03-5320-4848 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。  

            水産加工業原材料調達円滑化緊急対策支援事業 
水産加工業者が行う、①原材料の調達方法の変更に係る取組、②販路の維持・拡大を目指す取組、③加工機器の

導入に係る取組等を支援します。 

＜対 象 者＞ 水産加工業者 ＜助成限度額＞ 5,500 万円 ＜助 成 率＞ 中小企業 ２/３、中堅企業 １/２ 

助成金等（国） 

詳細は 
水産物安定供給推進機構ホームページ 
をご参照ください。 

＜お問合せ先＞ 
水産物安定供給推進機構 
TEL：03-3254-7045 



     

 

 

 

     

 

  

          中小企業制度融資 

「新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資」 
新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安等を発端として事業活動に影響を受けている中小企業者等を

支援する、利子補給付きのメニューです。 

▶特別借換(新型コロナウイルス感染症対応緊急融資等) 

都の実質無利子の感染症融資等※1を利用した中小企業の当座の返済負担軽減のための借換メニュー 

＜対  象＞ 以下の都の感染症融資の借換を希望する事業者 

※１ 借換対象メニュー：令和元年度及び令和 2 年度の「感染症対応」 

                 「感染症借換」「危機対応融資（コロナのみ）」 

                 「感染症全国」は借換対象外です。 

令和４年６月以前の本融資（利子補給なし）も借換対象（借換により利子補給を受けられます) 

融資限度額 上記借換対象メニューの融資残高に事業計画の実施に必要な資金を加えた額 

融 資 期 間 運転資金 15年以内（うち据置 5年以内） 

融 資 利 率 1.7％以内～2.4％以内（責任共有制度対象外の場合は 1.5％以内～2.2％以内） 

実行後１年間の金利については、固定金利 1.7%（うち、1/2を利子補給）※2 

信用保証料 8千万円まで：全事業者全額補助、8千万円超：全事業者 3/4 補助 

※2 本メニューでの借換により借換元の利子補給は終了します。 

▶ウクライナ情勢・円安等対応緊急融資 

新型コロナウイルス感染症・ウクライナ情勢・円安等を発端として事業活動に影響を受ける 

中小企業向けメニュー 

＜対  象＞ 以下をいずれも満たす事業者 

          ・以下のいずれかを発端として事業活動に影響を受けていること 

            ウクライナ情勢・新型コロナウイルス感染症・円安 

          ・「最近 3ヶ月の売上実績」又は「今後 3カ月の売上見込」が直近同期比 10%以上減少 

融資限度額 1億円 

融 資 期 間 運転・設備資金 10年以内（うち据置 2年以内） 

融 資 利 率 1.7％以内～2.2％以内（責任共有制度対象外の場合は 1.5％以内～2.0％以内） 

実行後１年間の金利については、固定金利 1.7%（うち、1/2を利子補給） 

信用保証料 8千万円まで：全事業者全額補助、8千万円超：全事業者 3/4 補助 

中小企業制度融資「設備投資・企業立地促進」 

工場生産設備等の更新や工場・事務所・店舗の新増設、移転等を行う中小企業者向けのメニューです。 

＜対  象＞                          

■設備投資：事業の実施に必要な設備（機械・装置、工具・器具、備品等）の導入、増強、改良、補修等 

（テレワーク又はＤＸ推進に資する設備並びにＩＣＴ・ＩｏＴ・ＡＩ・ロボットを活用した設備

の導入を含む。）を行う事業者、 

又は建物の改修、建替等（耐震化、バリアフリー化を含む。）を行う事業者 

■企業立地促進：引き続き１年以上同一事業を営んでおり、 

東京都内において工場・事務所・店舗の新増設、移転等を行う事業者 

融資限度額 2億 8千万円 

融 資 期 間 15年以内（うち据置２年以内） 

融 資 利 率 1.7％以内～2.4％以内（責任共有制度対象外の場合は 1.5％以内～2.2％以内） 

信用保証料 全事業者 2/3補助 

 

 

 

融資（東京都） 

融資のお申込みは、都内各金融機関で受け付けます。 
＜お問合せ先＞ 産業労働局 金融部 金融課 

TEL：03-5320-4877 
 ９ 
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詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 
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           ウクライナ情勢に係る原油価格高騰等対応 

農林漁業特別対策資金 

ウクライナ情勢に係る原油価格高騰等により事業活動に影響を受け、燃料や肥料・飼料等の事業経費が５％以上

増加等の要件を満たす農林漁業者の方が対象です。 

融資限度額 法人：1,000 万円、個人：200 万円 

資 金 使 途 運転資金 

融 資 期 間 5年以内（うち据置 1年以内） 

融 資 利 率 0％ ※利子を全額補給 

＜受付期間＞ 令和５年 3月 31日（金）まで 

 

 

 

融資（東京都） 

＜お問合せ先＞ 産業労働局 農林水産部 調整課  
TEL：03-5320-4817 

融資の申込方法等詳細は、以下までお問合せください。 
（農業）各ＪＡ、東京都信用農業協同組合連合会 TEL：042-523-3151 
（林業）産業労働局 農林水産部 調整課  TEL：03-5320-4817 
（漁業）   TEL：03-3458-3031 

 

※対象者等の詳細は、産業労働局 HP
をご確認ください。 

※融資及び保証に当たって所定の審査
があります。 

※保証機関の利用に当たって所定の保
証料がかかります。 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 
 
 
 

            原油価格高騰等課題解決に向けた専門家派遣事業 
原油価格の高騰により重大な影響を受ける都内中小企業の経営課題に、豊富な実務経験と支援実績を有する専

門家が支援します。  

＜対 象 者＞ ①及び②の要件をすべて満たすこと。 

①原油価格の高騰により事業活動に影響を受け、主たる事業所が都内にある 

中小企業者、個人事業主または東京都内で創業を行おうとする方 

②原油価格高騰等対応特別相談窓口において専門家派遣の必要性が認められた方 

＜支援内容＞ ❶原油価格高騰等に関する特別相談窓口の開設 

       ❷原油価格高騰に伴う、原材料費、配送費用等のコスト上昇などへの対応策について、 

中小企業診断士等の専門家がアドバイスを実施。 

＜受付期間＞ 令和５年３月 31日（金）まで 

 

専門家派遣（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課 
TEL：03-3251-7881 

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 

            セーフティネット貸付 

社会的、経済的環境の変化など外的要因により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来しているが、中長期的

には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を支援します。  

＜対象者＞ 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、 

中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者（その他要件有） 

貸付限度額 ７億 2,000 万円 

貸付期間 設備資金 15年以内、運転資金８年以内 

据置期間 ３年以内 

貸付利率 基準利率（長期運転資金に限り、上限 3％） 

ただし、原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクラ

イナ情勢の変化の影響を受けており、かつ、最近における売上高総利益率又は売上高営

業利益率が前期に比し 5％以上減少している方については、基準利率-0.4%（上限 3％） 

 

融資（国） 

詳細は 
日本政策金融公庫ホームページ 
をご参照ください。 

＜お問合せ先＞ 
日本政策金融公庫  
TEL：0120-154-505 
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             円安進行等対応緊急サポート事業 

業界団体と連携して、円安の急速な進行等により事業活動の継続に苦しむ都内中小企業を専門家が巡回し、現場

で経営状況の把握や経営課題の解決に向けた提案などの支援を実施します。  

＜対 象 者＞ 都内中小企業者 ＜事業期間＞ 令和４年 12月 28日（水）まで 

専門家派遣（東京都） 

＜お問合せ先＞  
東京都中小企業団体 中央会振興課 
TEL：03-3542-0040 

詳細は 
東京都中小企業団体中央会ホームページ 
をご参照ください。 

               サプライチェーン維持確保サポート事業 

製造業等の企業活動に必要な部品・原材料の確保が困難を極める現状を踏まえ、重大な影響を受ける都内中小企

業の経営課題に、豊富な実務経験と支援実績を有する専門家を派遣します。  

＜対 象 者＞ ①及び②の要件をすべて満たすこと。 

①原材料価格や輸送費の高騰、基幹部品の流通不足などにより企業活動に重大な影響を受ける、 

主たる事業所が都内にある中小企業者、個人事業主または東京都内で創業を行おうとする方 

②サプライチェーン維持・確保にかかる特別相談窓口にて経営相談を実施したうえで 

専門家派遣の必要性が認められた方 

＜支援内容＞ ❶サプライチェーンの維持・確保に関する特別相談窓口の開設 

❷中小企業診断士等の専門家を無料で派遣し、経営改善に向けたアドバイスを実施。 

＜受付期間＞ 令和 5年 1月 31日（火）まで 

 

専門家派遣（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課 
TEL：03-3251-7881 

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 

           海外取引緊急サポート事業 

ウクライナ危機に伴い、ロシア企業との取引が困難となった都内中小企業が海外取引の継続・拡大を図れるよ

う、特別相談窓口の設置やナビゲーターによるハンズオン支援等を実施します。  

＜対 象 者＞ 都内中小企業者等 

＜支援内容＞ ❶ウクライナ情勢等に関する海外取引特別相談窓口の開設 

❷海外取引サポートナビゲータによるハンズオン支援 

＜受付期間＞ 令和 5年 3月 31日（金）まで 

 

 

相談（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都中小企業振興公社 事業戦略部  
販路･海外展開支援課 TEL：03-5822-7241  

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 

パートナーシップ構築宣言制度と 

連携した下請対策 
原油原材料価格の高騰や円安進行等の影響による下請中小企業への取引条件のしわ寄せを回避するため、パー

トナーシップ構築宣言企業等を対象とした講習会を開催するとともに、相談対応・専門家派遣を実施します。 

■特別相談窓口  パートナーシップ構築宣言企業を対象に、宣言内容の実現にあたっての 

各種課題（経営・金融、法律、税務等）について、ワンストップで相談対応をします。 

■専門家派遣  上記相談企業からの要請に基づき、必要に応じて中小企業診断士等の各種専門家を 

派遣（１社４回まで。無料）します。 

※申請受付：令和 5年 2月 28日（火）まで（派遣期間は令和 5年 3月 31日（金）まで） 

＜お問合せ先＞ 
公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援課 
TEL：03-3251-7881 

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。  

経営相談及び専門家派遣（東京都） 
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           重要な技術に関する知的財産保護事業 

東京都知的財産総合センターに特別相談窓口を設置し、都内中小企業者が有する重要な技術の流出防止を図る

ための知的財産保護に関する情報収集・提供を行うとともに、特許出願以外の権利保護方法等に関しても、窓口

相談・セミナー・ハンズオン支援を通して普及啓発を実施します。 

相談（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都中小企業振興公社  
東京都知的財産総合センター TEL：03-3832-3656 
 

詳細は 
東京都中小企業振興公社ホームページ 
をご参照ください。 

           国産農作物を使用した商品開発及び購入促進キャンペーン 
小麦の代わりに米粉の活用を後押しする「TOKYO JAPAN キャンペーン」について、米粉パンの更なる認知度

向上や消費拡大につなげるため、情報発信を強化します。  

＜対 象 者＞ 米粉パンを製造・販売する都内のパン屋等  

＜支援内容＞ 米粉を使ったパンを製造・販売する店舗をウェブ等で紹介するなど、様々な PRキャンペーンを 

展開し、都民の関心を高めることで米粉の需要を喚起し、消費拡大を図る。 

＜受付期間＞ 令和５年３月 31日（金）まで 

その他（東京都） 

＜お問合せ先＞  
産業労働局 農林水産部 食料安全課  
TEL：03-5320-4837 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 

            ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

昨今のウクライナ情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、相談窓

口を設置しています。相談窓口は全国に設置されていますので、近くの窓口を利用することができます。 

詳細は、日本政策金融公庫ホームページをご参照ください。 

 

 

JETRO（日本貿易振興機構）の海外販路開拓支援 

JETRO、中小機構、日本貿易保険等が参加する、「新輸出大国コンソーシアム」の枠組みによるワンストップ相

談のほか、ハンズオン支援や展示会出展支援を実施しています。 

詳細は、JETRO ホームページをご参照ください。 

 

相談（国） 

12 

製造業を中心に、海外工場の国内回帰や国内の生産能力を増強する機運が高まりつつある状況を踏まえ、国内回

帰等を検討する企業に対し、都内への立地に関するきめ細やかな情報や適切なアドバイスをワンストップで提

供します。 

＜東京都企業立地相談センターでできること＞ 

◆民間物件情報の提供 

 ・希望条件をお伺いし、事務所、店舗、工場などを取り扱う登録不動産事業者に一斉照会します。 

◆公的物件情報、支援制度情報の紹介 

 ・東京都、都内区市町村、公的機関が保有している事業用物件の公募情報を紹介します。 

 ・企業立地支援制度や各種補助金等の情報を提供します。 

相談（東京都） 

＜お問合せ先＞ 
東京都企業立地相談センター  
国内回帰等特別相談窓口 TEL：03-6803-6753 

詳細は 
東京都企業立地相談センター 
ホームページをご参照ください。  
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           原油価格高騰に係る雇用創出・安定化支援事業 

原油価格高騰等による離職者等を対象に、派遣社員として１回約２か月の「トライアル就労」の機会を提供し、

その後の派遣先企業等への正社員就職を後押しします。 

＜対 象 者＞ 都内での正社員就労を希望する者 

＜支援内容＞ ・１人あたり最大３社での労働者派遣によるトライアル就労可能 

・１回のトライアル就労期間は最大２か月（有給・交通費支給） 

・トライアル就労にあたり必要な知識や情報をｅラーニングにより提供 

※本事業を活用して、正社員として採用し、 

採用後も職場定着に向けて指導育成の取組を行った企業に対し、助成金を支給 

＜受付期間＞ 令和５年１月 31日（火）まで 

 

就職支援（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 しごとセンター課 
TEL：03-5211-6986 

詳細は 
東京しごと財団ホームページ 
をご参照ください。 
 

           原油価格高騰等に係るオンライン就職支援 

原油価格高騰等により、都内中小企業の経営に影響が生じ、雇用状況が悪化するリスクがあるため、原油価格高

騰等に係る「就職特別相談窓口」を設置し、求職者からの様々な課題や悩みに、専任の相談員がオンライン及び

ＬＩＮＥ等で対応するほか、しごとセンターの各種サービスの案内や、必要に応じて他機関の専門窓口につなげ

ることにより、相談者の課題解決、不安解消を図ります。 

＜対 象 者＞  

就職活動に課題や悩みを持つ全ての求職者 

＜支援内容＞  

○LINE 相談（1回 45分）ID：@083istit 

○電話相談（1回 15分） 03-5211-1752 

○オンライン相談（1回 30 分） 

※匿名で相談可能、相談予約は不要 

就職支援（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 しごとセンター課 
TEL：03-5211-1571 

詳細は 
東京しごと財団ホームページ 
をご参照ください。 
 

（対応時間）   

・LINE相談・電話相談 

月～土曜日 10時～18時 

・オンライン相談  

月～金曜日 10時～18時 

※日曜、祝日及び年末年始（12/29～1/3）は休み 

 

           ローコードによるアプリ作成スキル習得支援事業 

早期の再就職を後押しするため、求職者に、企業で導入が進んでいるノーコード・ローコードによるアプリ作成

スキル習得の機会を提供します。 

＜対 象 者＞ しごとセンターに登録された方 

＜支援内容＞ １コース 2週間（平日 10日間） 9：30 から 18：00 

 

 

就職支援（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 しごとセンター課 
TEL：03-5211-1772 

詳細は 
東京しごと財団ホームページ 
をご参照ください。 



 

  

 

HTT・脱炭素化推進の取組 

HTT 「H」減らす「T」創る「T」蓄める を進めよう！ 

東京都は、気候危機への対応だけでなく、中長期的にエネルギーの安定確保につなげる観点から

取組を強化・加速してまいります。 

ポイントは、電力を＜Ⓗ減らす・Ⓣ創る・Ⓣ蓄める＞ キーワードは HTT。 

この 3 つの観点から、都民・事業者の皆さまと共に、総力戦で取り組む必要があります。 

 

以下では、東京都が主に事業者向けとして行う HTT・脱炭素化推進の取組を紹介します。 

是非ご活用ください。 
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           企業の節電マネジメント（デマンドレスポンス）事業 

小売電気事業者等が電力の需給状況に応じて節電要請を行い、節電に応じた都内の事業所にインセンティブを付

与する取組や、より効果的な節電を実施するために都内の事業所にエネルギーマネジメントシステムを導入する

取組等に対して助成を行います。 

＜対 象 者＞ 小売電気事業者等 

＜支援内容＞ 

【システム構築等】助成限度額：2,500 万円（助成率：10 分の 10） 

【システム保守等】助成限度額：3,600 万円（助成率：２分の１） 

【インセンティブ付与】助成限度額：年間 20 万円（助成率：10 分の 10） 

【エネルギーマネジメントシステム導入】助成限度額：80 万円（助成率：５分の４） 

 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都環境公社 
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 
TEL：03-5990-5159 

詳細は 
クール・ネット東京 
ホームページを 
ご参照ください。 

地産地消型再エネ増強プロジェクト 

都内に地産地消型再生可能エネルギー発電等設備・熱利用設備の設置、または都外（東京電力管内）に地産地消

型再生可能エネルギー発電等設備を設置する事業者に対して、経費の一部を助成します。また、都内での蓄電池

の単独導入も助成の対象としています。 

＜対 象 者＞ 民間事業者（民間企業、学校法人、公益財団法人、社会福祉法人等）等 

＜支援内容＞ 下表に示す設備の整備費等を助成 

区分 再エネ発電設備・再エネ熱利用設備 蓄電池 

中小企業等 
3分の 2以内 

(上限 1億円) 

4分の 3以内【拡充】 

(再エネ設備同時設置：上限 1億円※) 

(蓄電池単独設置：上限 450 万円【拡充】) 

その他 
2分の 1以内 

(上限 7,500万円) 

2分の 1以内 

(再エネ設備同時設置：上限 7,500万円※) 

(蓄電池単独設置：上限 300 万円) 

 ※同時設置の再エネ設備と合わせて 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞ 
公益財団法人東京都環境公社 
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 
TEL：03-5990-5067 

詳細は 
クール・ネット東京 
ホームページを 
ご参照ください。  



      

     

    

発行／東京都産業労働局総務部総務課      

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 TEL 03-5320-4862   （令和４年 12月発行） 

 

登録番号（４）162 

           環境に配慮したエネルギーステーションづくりに向けた 

設備等導入支援事業 

都民の暮らしを支えるエネルギー供給拠点であるガソリンスタンドに対して、エネルギー危機への対応に加え、

脱炭素化に向けた取組を加速する観点から、省エネルギー設備の導入支援を実施します。 

＜対 象 者＞ 都内でガソリンスタンドを営む中小企業者等 

＜支援内容＞【専門家派遣】省エネ・経営に関する専門家による既存設備、事業の調査、助言等を実施 

【助 成 金】専門家の提案に基づき実施する省エネ設備（省エネ型洗車機等）の導入を支援 

助成限度額：2,500 万円（助成率：３分の２） 

 

 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都環境公社 
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 
TEL：03-5990-5088 
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詳細は 
クール・ネット東京 
ホームページを 
ご参照ください。 

           ビル等への充放電設備（V2B）導入促進事業 

電力ひっ迫時に備え、最も電気を使う時間帯の電気の使用量を下げるピークカットの取組を推進するため、ＥＶ

への充電やＥＶからビル等の建物に放電ができる充放電設備(V2B)の事業所への導入に係る経費を支援します。 

＜対 象 者＞ 都内事業者 

＜支援内容＞ 

【設備購入費（充放電設備）】  補助限度額：250 万円（補助率：10 分の 10） 

【設備購入費（エネマネ設備）】 補助限度額：30 万円（補助率：10 分の 10） 

【工事費】 補助限度額 125 万円（補助率：10 分の 10） 

※いずれも、充放電設備（Ｖ２Ｂ）が３基以上の場合 

    ２基以下の場合は補助限度額及び補助率が低減 

助成金等（東京都） 

＜お問合せ先＞  
公益財団法人東京都環境公社 
東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 
TEL：03-5990-5159 

詳細は 
クール・ネット東京 
ホームページを 
ご参照ください。 

          中小企業制度融資「ＨＴＴ・ゼロエミッション支援」 

省エネルギー対策や再生可能エネルギーの活用、ZEV の導入など、HTT・ゼロエミッション化の取組を進める

都内の中小企業者の資金繰りを支援するメニューです。           

＜対  象＞ HTT・ゼロエミッション等の取組を行う事業者 

（対象事業への採択又は要件充足等が確認できること） 

融資限度額 2億 8千万円 

融 資 期 間 15年以内（うち据置２年以内） 

融 資 利 率 1.7％以内～2.2％以内（責任共有制度対象外の場合は 1.5％以内～2.0％以内） 

信用保証料 全事業者 2/3補助 

 

融資（東京都） 

融資のお申込みは、都内各金融機関で受け付けます。 
＜お問合せ先＞  
産業労働局 金融部  金融課   
TEL：03-5320-4877 

 

詳細は 
東京都産業労働局ホームページ 
をご参照ください。 


